
第５８号議案　かさまつ応援基金条例について 
　　ふるさと納税制度に対応し、ふるさと笠松を愛し、ふる
さと笠松の未来に向けて笠松町を応援しようとする方か
らの寄附金を積み立てるための条例制定。 
第５９号議案　笠松町監査委員条例の一部を改正する
　　　　　 条例について 
　　「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」の制
定に伴い、健全化判断比率および公営企業の資金不足
比率などを監査委員が審査することに伴う規定整備。 
第６０号議案　笠松町認可地縁団体の印鑑の登録及び
　　　　　証明に関する条例等の一部を改正する
　　　　　条例について 
　　法律の改正により、公益法人の取扱が改められること
に伴い「笠松町認可地縁団体の印鑑の登録及び証明
に関する条例」「笠松町の公益法人等への職員の派遣
等に関する条例」「笠松町職員の給与に関する条例」
の3条例を規定整備。 
第６１号議案　笠松町職員の勤務時間、休暇等に関す
　　　　　る条例の一部を改正する条例について 

　　法律の改正により、３種の金融公庫が廃止され「沖縄
振興開発金融公庫」のみとなることに伴う規定整備。 
第６２号議案　笠松町特別職報酬等審議会条例等の一
　　　　　部を改正する条例について 
　　法律の改正により、議員の報酬の支給方法が他の行
政委員会の委員などの報酬の支給方法と異なっている
ことを明確にするため「議員への報酬」を「議員報酬」
に改めることに伴い「笠松町特別職報酬等審議会条例」
「笠松町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関
する条例」「笠松町非常勤の特別職職員の報酬及び
費用弁償に関する条例」の3条例を規定整備。 
第６３号議案　笠松町土地開発公社定款の一部を改正
　　　　　する定款について 
　　法律の改正により、監事の職務についての規定が民
法から公有地の拡大の推進に関する法律に規定され
たことに伴う整備。 
第６４号議案　笠松みなと公園整備工事請負契約の締
　　　　　結について 
　　　契約金額　　　　　　　　　　６３，０００，０００円 
　　　契約の相手方　　　　　   株式会社　加藤組 
第６５号議案　町道の路線廃止について 
　　笠松みなと公園整備事業に伴い、道路を廃止し公園
区域として整備するため、柳原町港町１号線および港町
１号線の2路線を廃止。 
第６６号議案　平成２０年度笠松町一般会計補正予算に
　　　　　ついて 
　　　補正額　　　　　　　　　　　５８，５４８，０００円 
　　　補正後歳入歳出予算額　　 ５，８８０，７８２，０００円 
　　庁舎の耐震補強計画策定を実施するための委託料、
米野地区集会所修繕にかかる負担金、中門間墓地の
老朽化による工事費、レジ袋有料化推進のための啓発
物品の購入、羽島用水パイプライン事業の事業費増額と
関連の松枝用水路にかかる工事が県施工から羽島用
水土地改良区施工となったことに伴う工事負担金、側溝
設置要望箇所の一部前倒し施工するための工事費、
住民に対して道徳に関する講演会を開催するための事
業費、前倒しで実施する笠松小学校校舎・下羽栗小学
校体育館に対する耐震補強工事計画策定委託料など
の増額補正。 
第６７号議案　平成２０年度笠松町国民健康保険特別会
　　　　　計補正予算について 

　　　補正額　　　　　　　　　　　１９，４９０，０００円 
　　　補正後歳入歳出予算額　　  ２，２５４，０９５，０００円 
　　平成２１年度からの被保険者証のカード化およびレセプ
ト管理システムの導入に伴う増額、前期高齢者納付金お
よび高額医療費共同事業拠出金の確定に伴う増額補正。 
第６８号議案　平成２０年度笠松町介護保険特別会計補
　　　　　正予算について 
　　　補正額　　　　　　　　　　　６２，５０６，０００円 
　　　補正後歳入歳出予算額　　  １，３９２，６０４，０００円 
　　平成１９年度の精算による国・県・支払基金への償還
金と一般会計への繰出金および基金への積立金などの
増額補正。 
第６９号議案　平成２０年度笠松町水道事業会計補正予
　　　　　算について 
　　　補正（予定）額　　　　　　　　３３，３２３，０００円 
　　　補正後歳入歳出予算（予定）額 ４５４，９１６，０００円 
　　給水装置新設の申込者増加に伴う増額、羽島用水パ
イプライン工事に伴う水道管支障移転工事の負担金の
増額および配水施設改良工事費などの増額補正。 
第７０号議案　平成１９年笠松町一般会計歳入歳出決算
　　　　　認定につい 
第７１号議案　平成１９年笠松町老人保健特別会計歳入
　　　　　歳出決算認定について 
第７２号議案　平成１９年笠松町国民健康保険特別会計
　　　　　歳入歳出決算認定について 
第７３号議案　平成１９年笠松町介護保険特別会計歳入
　　　　　歳出決算認定について 
第７４号議案　平成１９年笠松町下水道事業特別会計歳
　　　　　入歳出決算認定について 

（第７０号議案から第７４号議案までは4～6ページ参照） 
第７５号議案　平成１９年笠松町水道事業会計決算の認
　　　　　定並びに剰余金の処分について 
　　　　　　　収益的収入　　　　 ２５４，４８６，５２０円 
　　　　　　　収益的支出　　　　 ２０５，５８４，４８１円 
　　　　　　　差　引　額　　　　　４８，９０２，０３９円 
　　　　　　　資本的収入　　　　　１５，５６４，２００円 
　　　　　　　資本的支出　　　　 １１０，４０５，１９１円 
　　　　　　　差　引　額　　　△　９４，８４０，９９１円 
　　　　当年度未処分利益剰余金　　５９，２０１，２１８円 
　　　　利益剰余金処分額（減債・建設改良積立金）　
　　　　　　　　　　　　　　　　４７，０００，０００円 
　　　　翌年度繰越利益剰余金　　　１２，２０１，２１８円 
第７６号議案　笠松町議会会議規則の一部を改正する
　　　　　規則について 
　　法律の改正に伴い、議会活動として全員協議会を規
定するための整備。 

〔提出議案すべて可決〕 

第７７号議案　平成２０年度笠松町一般会計補正予算に
　　　　　　ついて 
　　　補正額　　　　　　　　　　　 ２，９４９，０００円 
　　　補正後歳入歳出予算額　　 ５，８８３，７３１，０００円 
　　円城寺地内にある薬師寺排水路の浚渫（しゅんせつ）
工事および横断用水路の改良工事などを羽島用水土
地改良区、笠松町、岐南町と共同で実施することに伴う
増額補正。 

〔提出議案は可決〕 


